
広報まつやま2014（平成26）年７月１日号（5）
　

国
保
加
入
者
・
後
期
高
齢

者
医
療
加
入
者
の
保
険
診
療

分
の
支
払
い
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
る
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
す
で
に
持
っ
て
い
る
人

も
切
り
替
え
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

①
国
保
加
入
者

　

所
得
や
年
齢
に
よ
り
限
度

額
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
（
表

１
参
照
）
の
で
、
毎
年
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
。
７
月

末
が
有
効
期
限
で
す
の
で
、

８
月
以
降
に
再
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
保
険
料

に
滞
納
が
あ
る
70
歳
未
満
の

人
へ
の
交
付
は
で
き
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
70
～
74
歳
で
市
民

税
課
税
世
帯
の
人
は
、
手
続

き
は
不
要
で
す
（
健
康
保
険

証
の
提
示
で
自
動
的
に
限
度

額
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）。

②
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

　

す
で
に
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
は
更
新
手
続

き
は
不
要
で
す
が
、
保
険
料

に
滞
納
が
あ
る
人
や
所
得
確

認
が
で
き
な
い
人
は
、
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

①
②
健
康
保
険
証
②
印

鑑
、
さ
ら
に
過
去
12
カ
月
の

入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る

人
は
入
院
日
数
を
証
明
で
き

る
領
収
証
な
ど
。

　

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

が
認
定
証
を
病
院
に
提
示
す

る
と
、
自
己
負
担
額
が
減
額

（
表
２
）
さ
れ
ま
す
。

　

①
国
保
年
金
課
②
高
齢
福

祉
課
①
・
②
各
支
所
・
出
張

所

　

対
象
者
本
人
が
市
内
に
自
ら
所

有
し
、
居
住
し
て
い
る
住
宅
ま
た

は
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
完
了
後
２
カ

月
以
内
に
居
住
予
定
の
住
宅
（
借

家
は
対
象
外
）

※
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
は
居
住
専
有

部
分
の
み
、
店
舗
（
事
務
所
）
併

用
住
宅
は
住
居
専
用
部
分
お
よ
び

外
壁
や
屋
根
な
ど
の
全
体
補
修
が

対
象

　

こ
れ
か
ら
行
う
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
で
、

市
内
に
住
所
が
あ
る

個
人
事
業
者
ま
た
は

市
内
に
本
店
が
あ
る

法
人
が
行
い
、
次
の

④
工
事
費
が
20
万
円
以
上
（
税
抜

き
）
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
工
事
と

併
せ
て
行
う
場
合
は
、
５
万
円
を

加
算

※
加
算
に
よ
り
最
大
50
万
円
の
補

助
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

受
付
期
間
内
に
申
請
書
（
住

宅
課
〈
市
役
所
本
館
７
階
〉、
支

所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
）
を
直

接
、
受
付
会
場
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
郵
送
不
可
。
代
理
人
が
申
請
す

条
件
を
満
た
す
工
事
▼
住
宅
な
ど

の
機
能
や
性
能
を
維
持
ま
た
は
向

上
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
、
工
事

費
が
30
万
円
（
税
抜
き
）
以
上
（
エ

ア
コ
ン
な
ど
家
電
製
品
の
設
置
、

外
構
・
車
庫
な
ど
の
工
事
は
除
く
）

▼
補
助
金
交
付
決
定
後
に
契
約
・

着
工
し
、
平
成
27
年
３
月
末
ま
で

に
完
成
の
報
告
が
で
き
る

※
同
じ
工
事
で
、
他
の
補
助
制
度

と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん

①
対
象
工
事
費
（
税
抜
き
）
の
10

㌫
（
上
限
額
30
万
円
。
１
０
０
０

円
未
満
は
切
り
捨
て
）

②
「
木
造
住
宅
耐
震
改
修
等
補
助

事
業
」
の
対
象
工
事
と
併
せ
て
行

う
場
合
は
、
10
万
円
を
加
算

③
工
事
費
が
20
万
円
以
上
（
税
抜

き
）
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
と

併
せ
て
行
う
場
合
は
、
５
万
円
を

加
算

将棋の「名人さん」と対局

絵手紙を上手に描くこつを学ぶ

第38回 味生第二小学校
児童数　男328人・女286人・計614人

（平成26年６月１日現在）

地
域
の「
名
人
さ
ん
」に
学
ぼ
う

（
平
成
25
年
度
当
時
）

　

「
名
人
さ
ん
」
は
、
失
敗
し
て

も
怒
っ
た
り
せ
ず
、
「
ド
ン
マ

イ
」
と
言
っ
て
励
ま
し
て
く
れ

ま
し
た
。
ぼ
く
も
怒
っ
た
り
せ

ず
、
友
達
と
励
ま
し
合
い
た
い

で
す
。

（
３
年
男
子
）

　
「
名
人
さ
ん
」
は
、
高
校
生
の

時
か
ら
バ
レ
ー
を
続
け
て
い
た

そ
う
で
す
。
あ
き
ら
め
ず
に
、一

生
懸
命
最
後
ま
で
や
る
こ
と
は

大
切
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

（
３
年
女
子
）

松
山
っ
子
の
声

　

味
生
第
二
小
学
校
で
は
「
情

（
こ
こ
ろ
）
」
の
涵か

ん
よ
う養
を
教
育
の

根
幹
に
、
地
域
の
人
た
ち
と
協
力

し
て
、
郷
土
を
愛
し
、
心
豊
か
に

た
く
ま
し
く
生
き
る
子
ど
も
の
育

成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

３
年
生
の
総
合
的
な
学
習
の
時

間
で
は
、
特
技
や
趣
味
が
あ
る

人
、
各
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る

人
を
招
い
て
「
味
生
二
の
名
人
さ

ん
に
弟
子
入
り
し
よ
う
」
と
い
う

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

「
名
人
さ
ん
」
に
弟
子
入
り
し

た
子
ど
も
た
ち
は
最
初
緊
張
し
て

い
ま
し
た
が
、
「
名
人
さ
ん
」
の

「
ま
ず
は
楽
し
む
こ
と
」
の
言
葉

に
励
ま
さ
れ
て
笑
顔
に
。
「
名
人

さ
ん
」
の
技
に
感
嘆
し
な
が
ら
、

こ
つ
や
工
夫
を
学
び
ま
し
た
。
質

問
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
始
め
た
き
っ

か
け
や
魅
力
を
聞
く
こ
と
で
、
自

分
が
興
味
を
持
っ
た
こ
と
を
と
こ

と
ん
楽
し
み
、
究
め
る
と
い
う
前

向
き
な
生
き
方
・
考
え
方
の
素
晴

ら
し
さ
に
も
気
付
き
ま
し
た
。

　

「
名
人
さ
ん
」
に
教
わ
っ
た
後

は
、
自
分
た
ち
が
学
ん
だ
こ
と
を

互
い
に
教
え
合
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
き
ま
し
た
。
教
え
る
難
し

さ
や
楽
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
あ

ら
た
め
て
「
名
人
さ
ん
」
の
偉
大

さ
や
優
し
さ
を
感
じ
、
感
謝
の
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
う
し
た
小
さ
な
経
験
や
交
流

の
積
み
重
ね
が
、
人
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
、
自
分
を
成
長
さ

せ
て
く
れ
た
「
地
域
」
を
誇
り
に

思
う
心
を
育
ん
で
い
ま
す
。

対
象
住
宅

限
度
額
適
用
認
定
証
の

交
付
申
請

入
院
時
の
食
事
費
用
も

減
額
に

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
場
所

補
助
金
額

申
し
込
み

　

次
の
全
て
を
満
た
す
人
▼
市
内

に
住
宅
を
所
有
し
、
そ
の
住
宅
で

住
民
登
録
を
し
て
い
る
▼
市
税
を

滞
納
し
て
い
な
い
▼
暴
力
団
員
で

な
い

る
場
合
は
委
任
状
が
必
要

〈
事
前
申
請
〉

【
受
付
期
間
】
７
月
30
日
㈬
～
８

月
７
日
㈭
。
月
・
水
・
木
・
金
曜

日
の
９
～
16
時
（
８
月
２
日
㈯
、

８
月
３
日
㈰
は
受
け
付
け
。
８
月

５
日
㈫
は
松
山
市
民
会
館
が
休
館

の
た
め
受
け
付
け
不
可
）

※
第
３
回
＝
９
月
下
旬
～
10
月
上

旬
を
予
定

【
受
付
会
場
】
松
山
市
民
会
館
（
堀

之
内
）
２
階
第
４
会
議
室

※
事
前
申
請
の
補
助
額
の
合
計
が

募
集
額
を
上
回
っ
た
場
合
、
公
開

で
抽
選
会
を
行
い
ま
す

〈
抽
選
会
〉

【
日
時
】
８
月
10
日
㈰
９
時
30
分

～【会
場
】
松
山
市
民
会
館
３
階
小

ホ
ー
ル

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
住

宅
課
☎
948
６
３
４
９
・

934

１
８
０
７
へ

対
象
者７
月
30
日
〜
８
月
７
日
受
け
付
け

住
ま
い
る
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助

　お問い合わせは、①＝国保・年金課 ☎９４８-６３６１・ ９３４-２６３１
②＝高齢福祉課 ☎９４８-６３７０・ ９３４-１７６３へ

＊1 市民税課税世帯で、保険料を計算する際の基礎控除後の総所得額が600万円を超
える世帯

＊2 年金収入のみの場合、その額が80万円以下
○70歳未満の人の限度額は、入院・外来ごと、医療機関ごとに適用されます
○【 】内は、前12カ月で4回以上高額医療費に該当する場合の限度額です　 
○入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用でない治療費は、上記金額に含みません

■①のうち70歳未満 ■市民税非課税で、①または②

認定前自己負担額

一般入院 260 円

認定後自己負担額

一般
入院

左表
Ｃ

または
区分Ⅱ

90日
まで 210円

91日
以上 160円

左表
区分Ⅰ
のみ

100円

認定後自己負担限度額

上位所得
者（＊1）

A

150,000円＋（医療費−
500,000円）×1%

【83,400円】

市民税
課税世帯

B

80,100円＋（医療費−
267,000円）×1%

【44,400円】

市民税非
課税世帯

C

35,400円
【24,600円】

認定前自己負担限度額

医療費の3割
（義務教育就学までは2割）

認定前自己負担限度額

外来のみ
（個人で計算）

入院および外来
（世帯で計算）

一般 12,000円 44,400円

認定後自己負担限度額

外来のみ
（個人で計算）

入院および外来
（世帯で計算）

市民税非
課税世帯

（区分Ⅱ）
8,000円 24,600円

市民税非
課税世帯で
世帯全員
所得なし

（＊2）（区分Ⅰ）

8,000円 15,000円

■市民税非課税で、①のうち
　70〜74歳または②

　本事業のための特別リ
フォームローンを設けていま
す。詳細は、各金融機関へ
金融機関名 問い合わせ

伊予銀行 ☎941-1141

愛媛銀行 ☎933-1117

愛媛信用金庫 ☎946-1111

JA松山市 ☎946-1611

JAえひめ中央 ☎943-2281

貸付利息を優遇します

加
入
者
は
限
度
額
適
用

認
定
証
の
交
付
申
請
を

国
保・

後
期
高
齢
者

医
療

住まいるリフォーム住宅制度

上限30万円①リフォーム工事費
　に対し10％補助

最大50万円を補助します

10万円加算②木造住宅耐震改修等
　補助事業対象工事
　（例）木造住宅の耐震改修など

5万円加算③バリアフリー化工事
　（例）手すり・スロープの設置など

5万円加算④省エネルギー化工事
　（例）二重サッシの取り付けなど

+
+

+

対
象
工
事

第２回

入院・外来時自己負担限度額/1カ月（1日〜末日まで）当たり表１ 入院時食事代/1食当たり表２


